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◆ 調査概要

１．調査目的

マンション建設の候補地調査に関連して、大阪府で発覚した広告代理店、リサーチ会社及びデ

ィベロッパー等が絡んだ土地差別調査事件では、作成された報告書には県内の候補地も掲載され

ており、その候補地調査に三重県内の不動産業者等が関与していた。また、県内では不動産賃貸

に関わった差別事象も発生している。

このような中、直接宅地建物の取引に関わる宅地建物取引業者（以下「宅建業者」という。）に

おいては、県民の貴重な財産を取り扱い、住生活の向上等に寄与するといった重要な社会的責任

を担っていることから、同和地区、在日外国人をはじめとした人権問題に対する意識の向上に努

めていく必要がある。

この度、宅地建物取引に関わる人権問題の実態を把握し、三重県における不動産売買・賃貸に

かかる差別の解消方策、および宅建業者や県民等を対象とした人権啓発のあり方を検討するため

の基礎資料を得ることを目的として実施した。

２．調査の設計・分析

この調査の主体は、三重県である。三重県は財団法人 反差別・人権研究所みえに調査を委託。

財団法人 反差別・人権研究所みえは、奥田均（近畿大学人権問題研究所）を代表とするプロジ

ェクトチームを編成した。メンバーは、奥田均（近畿大学）、後藤昭久（社団法人 三重県宅地建

物取引業協会）、山野昌康（社団法人 全日本不動産協会三重県本部）、大西俊隆・釜須義宏・新

正和・松葉剛（県土整備部）、中村弘（三重県生活・文化部人権室）、大谷徹・金原正紀・松村元

樹（財団法人 反差別・人権研究所みえ）である（順不同・敬称略）。以上のメンバーで、調査票

の作成や調査方法の検討を行った。

３．調査方法

１）調査対象

三重県内に事務所を有する全ての宅建業者とする。

２）調査対象業者数

1,231 社

＜内訳＞・平成 23年 4月 1 日時点で免許を受けている三重県免許業者 1,112 社

・国土交通省大臣免許業者：119 社

３）調査協力機関

・社団法人三重県宅地建物取引業協会

・社団法人全日本不動産協会三重県本部
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４）配布及び回収

・三重県による郵送配布及び回収

・社団法人全日本不動産協会三重県本部研修会参加者への直接配布及び回収

４．調査期間

平成 23年 6月 9日（木）～6月 30 日（木）

※社団法人全日本不動産協会三重県本部による 6 月 3 日（金）研修会の参加者には、その場で配

布及び回収

５．回収率

発送数 回収数 有効回収件数 回収率

1,231 件 830 件 830 件 67.4％

６．留意点（報告書の見方）

１）比率はすべて断りがない限り、各設問の無回答を含む集計対象総数に対して百分率（％）

で表している。複数回答など、複数の回答を求める設問では、百分率（％）の合計は 100.0％

を超えている。

２）百分率（％）は、小数点以下第２位を四捨五入し、小数点以下第１位までを表示した。そ

のため、個々の比率の合計と全体を示す数値が一致しないことがあるのは、四捨五入によ

るものである。
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◆ 単 純 集 計 分 析

- 3-



Ⅰ 宅地建物取引業者の事業概要・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５

Ⅱ 同和問題やその他の人権問題に対する取組・・・・・・・・・・・・９

Ⅲ 同和問題に関する業務実態・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４

Ⅳ 外国人の賃貸住宅にかかる入居について・・・・・・・・・・・・２９

Ⅴ 障がい者の賃貸住宅にかかる入居について・・・・・・・・・・・３５

Ⅵ 高齢者の賃貸住宅にかかる入居について・・・・・・・・・・・・４０

Ⅶ 母子家庭や父子家庭の賃貸住宅にかかる入居について・・・・・・４４

- 4-









16.6%

27.5%

24.3%

41.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

教育は受けていないし、人権問題に関する
本なども読んだことはない

教育は受けていないが、人権問題に関する
本や冊子を読んだことがある

勤めて（就任して）から教育（講義など）を
受けたことがある

学校での人権問題に関する教育（授業、講義）を
受けたことがある

§ 回答者の人権問題に関する学習経験 

 

問７ あなた自身（このアンケートをご記入頂いている方）は過去に学校その他で人権問

題に関する教育を受けたことがありますか（あてはまるものすべてに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 全体では、「学校での人権問題に関する教育を受けたことがある」が最も高く 41.6％、次いで

「教育は受けていないが、人権問題に関する本や冊子を読んだことがある」が 27.5％、「勤めて

から教育を受けたことがある」が 24.3％、「教育は受けていないし、人権問題に関する本なども

読んだことはない」が 16.6％となっている。 

 

 営業形態別では、「法人」で最も高かったのは「学校での人権問題に関する教育を受けたことが

ある」で 44.5％、「個人」で最も高かったのが「教育は受けていないが、人権問題に関する本や

冊子を読んだことがある」で 41.5％になっている。 

 

従業員数別では、「学校での人権問題に関する教育を受けたことがある」で最も高かったのは「20

名以上」で 60.3％、次いで「6～10名」が 53.8％、「11～19名」が 50.0％、「0～5名」が 37.7％

となっている。また、「教育は受けていないし、人権問題に関する本も読んだことはない」で最も

高かったのは「0～5名」で 18.6％、最も低かったのは「11～19名」で 2.2％と 16.4ポイントの

差が見られた。 

 

 免許の種類別では、「学校での人権問題に関する教育を受けたことがある」が「大臣」は 62.3％、

「知事」は 39.4％と、「大臣」が 22.9ポイント高くなっている。 

 

 開業年数別では、「学校での人権問題に関する教育を受けたことがある」で最も高かったのは「5

年未満」で 46.9％、次いで「5～10年未満」が 46.7％、「10～20年未満」が 39.8％、「20年以上」

が 38.5％となっている。 

 

 業務内容別では、「学校での人権問題に関する教育を受けたことがある」で最も高かったのは「売

買業務」で 43.5％、次いで「どちらもやっている」が 43.0％、「媒介業務」が 38.5％と大きな差

は見られなかった。 
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4.1%

14.3%

45.9%

46.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

無回答

その他

業界が主催したもの

県や市町など
行政機関が主催したもの

 業務内容別では、「同和問題に関するものに参加した」で最も高かったのは「売買業務」で 18.3％、

次いで「媒介業務」が 16.4％、最も低かったのは「どちらも」が 12.2％で大きな差は見られなか

った。 

 

 

§ 参加した研修会等の主催 

 

 問 8－1 参加された研修会等はどこが主催したものですか。（あてはまるものすべてに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 全体では、「県や市町など行政機関が主催したもの」が最も高く 46.2％、次いで「業界が主催

したもの」で 45.9％となっている。 

 

 営業形態別では、最も高かったのは「県や市町など行政機関が主催したもの」で「法人」は 45.0％、

「個人」は 54.1％となっている。「業界が主催したもの」では、「法人」「個人」ともに 45.9％と、

差は見られなかった。 

 

 従業員数別では、「県や市町など行政機関が主催したもの」で最も高かったのは「20 名以上」

で 69.0％、最も低かったのは「11～19名」で 41.2％と、27.8ポイントの差が見られた。「業界が

主催したもの」では、「6～10名」の 38.9％を除いた他の項目では 4割を超える結果となった。 

 

 免許の種類別では、最も高かったのは「県や市町など行政機関が主催したもの」で「大臣」は

40.7％、「知事」は 47.1％となっている。「業界が主催したもの」では、「大臣」が 44.4％、「知事」

が 46.2％とほとんど差は見られなかった。 

  

開業年数別では、「県や市町など行政機関が主催したもの」で最も高かったのは「20 年以上」

で 50.8％、最も低かったのは「5年未満」で 32.5％と、18.3ポイントの差が見られた。「業界が

主催したもの」で最も高かったのは「5年未満」の 65.0％、最も低かったのは「20年以上」で 39.4％

と、25.6ポイントの差が見られた。 

 

 業務内容別では、「県や市町など行政機関が主催したもの」で最も高かったのは「売買業務」で

56.1％、次いで「どちらも」が 46.8％、「媒介業務」は 41.8％となっている。「業界が主催したも

の」では「売買業務」の 39.0％を除いた他の項目で 45.0％を超える結果が示された。 
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 全体では、「同和地区を意識したような質問を受けたことがある」が最も高く 48.3％、次いで

「同和地区を意識したような質問はなかったが、評判の良くない地域や人気のない地域について

聞かれたことがある」が 45.8％、「評判の良くない地域や人気のない地域といったことは聞かれ

なかった」が 4.2％となっている。 

 

 従業員数別では、「同和地区を意識したような質問を受けたことがある」で最も高かったのは「0

～5名」で 52.1％、次いで「11～19名」が 40.0％、最も低かったのは「20名以上」で 25.0％と

なっている。 

 

 開業年数別では、「同和地区を意識したような質問を受けたことがある」で最も高かったのは「5

年未満」で 65.4％、次いで「5～10年未満」が 53.8％、「10～20年未満」が 46.2％、「20年以上」

が 39.6％と、開業年数が少ないほど「同和地区を意識したような質問を受けた」経験が高くなっ

ている。 
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0.4%

9.3%

24.4%

15.6%

40.4%

45.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

無回答

その他

当初の希望とは別のところへ入居する事となった

家主と特に話し合いなどの交渉はしなかった

家主と話し合っても、入居できないことがあった

家主と話し合い、入居できることがあった

§ 入居申込みへの対応 

 

問 21－1 入居申込みがあったとき、どのように対応されましたか。（あてはまるものすべ

てに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 全体では、「家主と話し合い、入居できることがあった」が最も高く 45.2％、次いで「家主と

話し合っても、入居できないことがあった」が 40.4％、「当初の希望とは別のところへ入居する

事となった」が 24.4％、「家主と特に話し合いなどの交渉はしなかった」が 15.6％となっている。 

 

 従業員数別では、「家主と話し合っても、入居できないことがあった」で最も高かったのは「20

名以上」で 57.1％、次いで「6～10名」が 53.1％と過半数になっている。 

 

 業務内容別では、「家主と話し合い、入居できることがあった」で最も高かったのは「媒介業務」

で 49.6％、最も低かったのは「売買業務」で 8.3％と、41.3 ポイントの差がみられた。「当初の

希望とは別のところへ入居する事となった」で最も高かったのは「媒介業務」で 29.9％、次いで

「どちらも」が 22.5％、「売買業務」は 0.0％となっている。 
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10.2%

6.7%

13.7%

43.2%

44.3%

62.0%

15.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

無回答

その他

特に条件はつけない

家賃の支払いができる

日本語ができる（意志疎通）

保証人がいる

病気や事故の場合の身元引受者がいる

9.1%

3.7%

30.8%

60.7%

36.0%

51.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

無回答

その他

円滑な入居あっせんのためのしくみの整備

公的な保証人の設置

外国人の入居にかかる法整備や
ガイドラインなどの整備

入居説明などにかかる
言葉の問題に関する支援

§ 外国人入居時の条件 

 

問 23 家主が外国人の入居を受け付ける場合に、家主は何か条件をつけていますか。 

（あてはまるものすべてに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 全体では、「保証人がいる」が最も高く 62.0％、次いで「日本語ができる」が 44.3％、「家賃の

支払いができる」が 43.2％、「病気や事故の場合の身元引受者がいる」が 15.8％、「特に条件はつ

けていない」が 13.7％となっている。 

 

 従業員数別では、「病気や事故の場合の身元引受者がいる」で最も高かったのは「11～19 名」

で 23.8％となっている。「保証人がいる」では「20名以上」を除いた他の項目で 60％を超えてい

る。「日本語ができる」で最も高かったのは「20名以上」の 58.3％となっている。 

 

 

§ 外国人入居の円滑化有効策 

 

問 24 賃貸住宅の家主が外国人を受け入れやすくするための取組として、有効と思われる

ものをお答えください。（あてはまるものすべてに○） 
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3.7%

7.3%

34.1%

31.7%

36.6%

72.0%

64.6%

26.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

無回答

その他

非常時の避難がむずかしい

住宅の改造に不安がある

他の入居者とのトラブルに不安がある

火の不始末や水もれなどに不安がある

病気や事故などの不安がある

家賃の支払いに不安がある

 全体では、「差別かどうか一概に言えない」が最も高く 59.8％、次いで「障がい者という理由

で断っても差別とはいえないと思う」が 23.2％、「障がい者という理由で断ることは差別だと思

う」が 15.9％と「差別ではない」と受けとめている割合は 83.0％となっている。 

 

 営業形態別では、「障がい者という理由で断ることは差別だと思う」で「法人」が 19.0％、「個

人」が 5.3％と、「法人」が 13.7ポイント高くなっている。「差別かどうか一概に言えない」と「障

がい者という理由で断っても差別とはいえないと思う」の合計では、「個人」が 94.7％と非常に

高い結果が示された。 

 

 従業員数別では、「障がい者という理由で断ることは差別だと思う」で最も高かったのは「6～

10 名」で 27.3％、次いで「0～5名」が 16.4％、「11～19 名」と「20 名以上」は 0.0％となって

いる。「差別かどうか一概に言えない」と「障がい者という理由で断っても差別とはいえないと思

う」の合計では、「11～19 名」と「20 名以上」が 100.0％、「0～5 名」が 83.6％と非常に高い結

果が示された。 

 

 開業年数別では、「障がい者という理由で断ることは差別だと思う」で最も高かったのは「5年

未満」で 26.7％、最も低かったのは「5～10 年未満」で 11.1％となっている。「障がい者という

理由で断っても差別とはいえないと思う」で最も高かったのは「5～10 年未満」で 55.6％、最も

低かったのは「0～5年未満」で 13.3％となっている。 

 

 

§ 家主が断った理由 

 

問 26－3 家主が断った理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 全体では、「火の不始末や水もれなどに不安がある」が最も高く 72.0％、次いで「病気や事故

などの不安がある」が 64.6％、「他の入居者とのトラブルに不安がある」が 36.6％、「非常時の避

難がむずかしい」が 34.1％、「家賃の支払いに不安がある」が 26.8％となっている。 

 

 従業員数別では、「家賃の支払いに不安がある」で最も高かったのは「20 名以上」で 50.0％、
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11.5%

3.0%

17.8%

21.5%

38.8%

32.1%

16.5%

28.9%

25.2%

51.2%

36.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

無回答

その他

特に条件はつけていない

身体障がい者はよいが、知的障がい者や
精神障がい者はだめである

家賃の支払いができる

緊急時に対応できる人が近くにいる

必要な介助ができる体制がある

日常生活の支障がない

自立して社会生活がおくれる

保証人がいる

病気や事故の場合の身元引受者がいる

「11～19名」は 0.0％となっている。「火の不始末や水もれなどに不安がある」では各項目で 68.0％

以上の結果が示された。 

 

 

§ 障がい者入居時の条件 

 

問 27 家主が障がい者の入居を受け付ける場合に、家主は何か条件をつけていますか。 

（あてはまるものすべてに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 全体では、「保証人がいる」が最も高く 51.2％、次いで「家賃の支払いができる」が 38.8％、

「病気や事故の場合の身元引受者がいる」が 36.4％、「緊急時に対応できる人が近くにいる」が

32.1％、「日常生活の支障がない」が 28.9％、「自立して社会生活をおくれる」が 25.2％、「身体

障がい者はよいが、知的障がい者や精神障がい者はだめである」が 21.5％、「必要な介助ができ

る体制がある」が 16.5％となっている。 
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11.3%

4.3%

50.8%

48.4%

61.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

無回答

その他

安否確認

住宅改造の助成

滞納家賃の保障

§ 障がい者入居の円滑化有効策 

 

問 28 賃貸住宅の家主が障がい者を受け入れやすくするための取組として、有効と思われ

るものをお答えください。（あてはまるものすべてに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 全体では、「滞納家賃の保障」が最も高く 61.6％、次いで「安否確認」が 50.8％、「住宅改造の

助成」が 48.4％となっている。 
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0.7%

6.3%

9.9%

30.3%

12.0%

69.7%

89.4%

37.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

無回答

その他

入居が長期化する

保証人がいない

他の入居者とのトラブルに不安がある

火の不始末や水もれなどに不安がある

病気や事故などの不安がある

家賃の支払いに不安がある

 従業員数別では、「高齢者という理由で断ることは差別だと思う」で最も高かったのは「6～10

名」で 15.8％、「11～19 名」は 0.0％となっている。「差別かどうか一概に言えない」「高齢者と

いう理由で断っても差別とはいえないと思う」の合計では、「11～19名」が 100.0％、最も低かっ

たのは「6～10名」で 84.2%と 8割以上が「差別ではない、差別とは言えない」と回答している。 

 

 免許の種類別では、「高齢者という理由で断ることは差別だと思う」で「大臣」が 27.3％、「知

事」が 10.0％と、「大臣」が 17.3ポイント高くなっている。 

 

 

§ 家主が断った理由 

 

問 29－3 家主が断った理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 全体では、「病気や事故などの不安がある」が最も高く 89.4％、次いで「火の不始末や水もれ

などに不安がある」が 69.7％、「家賃の支払いに不安がある」が 37.3％、「保証人がいない」が

30.3％、「他の入居者とのトラブルに不安がある」が 12.0％、「入居が長期化する」が 9.9％とな

っている。 
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9.1%

3.0%

15.0%

47.3%

37.7%

61.6%

55.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

無回答

その他

特に条件はつけていない

家賃の支払いができる

元気で日常生活の支障がない

保証人がいる

病気や事故の場合の身元引受者がいる

8.2%

3.0%

61.4%

75.1%

57.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

無回答

その他

安否確認

緊急連絡体制

滞納家賃の保障

§ 高齢者入居時の条件 

 

問 30 家主が高齢者の入居を受け付ける場合に、家主は何か条件をつけていますか。 

（あてはまるものすべてに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 全体では、「保証人がいる」が最も高く 61.6％、次いで「病気や事故の場合の身元引受者がい

る」が 55.1％、「家賃の支払いができる」が 47.3％、「元気で日常生活の支障がない」が 37.7％

となっている。 

 

 

§ 高齢者入居の円滑化有効策 

 

問 31 賃貸住宅の家主が高齢者を受け入れやすくするための取組として、有効と思われる

ものをお答えください。（あてはまるものすべてに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 全体では、「緊急連絡体制」が最も高く 75.1％、次いで「安否確認」が 61.4％、「滞納家賃の補

償」が 57.5％となっている。 
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7.7%

9.6%

17.3%

30.8%

28.8%

32.7%

17.3%

73.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

無回答

その他

保証人がいない

他の入居者とのトラブルに不安がある

留守がちで入居者との連絡がとれない

子どもが騒ぐなど近隣がいやがる、苦情が出る

子どもが汚す、壊すなどの不安がある

家賃の支払いに不安がある

10.0%

2.8%

25.2%

48.8%

58.1%

19.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

無回答

その他

特に条件はつけていない

家賃の支払いができる

保証人がいる

病気や事故の場合の身元引受者がいる

§ 家主が断った理由 

 

問 32－3 家主が断った理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 全体では、「家賃の支払いに不安がある」が最も高く 73.1％、次いで「子どもが騒ぐなど近隣

がいやがる、苦情が出る」が 32.7％、「他の入居者とのトラブルに不安がある」が 30.8％、「留守

がちで入居者との連絡がとれない」が 28.8％、「子どもが汚す、壊すなどの不安がある」と「保

証人がいない」が 17.3％となっている。 

 

 

§ 母子家庭・父子家庭入居時の条件 

 

問 33 家主が母子家庭や父子家庭の入居を受け付ける場合に、家主は何か条件をつけてい

ますか。（あてはまるものすべてに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 全体では、「保証人がいる」が最も高く 58.1％、次いで「家賃の支払いができる」が 48.8％、

「特に条件はつけていない」が 25.2％、「病気や事故の場合の身元引受者がいる」が 19.7％とな
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11.7%

3.5%

40.6%

61.4%

61.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

無回答

その他

家賃負担軽減のための貸与金制度の充実

公的な保証人制度の設置

公的な家賃債務保証制度の設置

っている。 

 

 

§ 母子家庭・父子家庭入居の円滑化有効策 

 

問 34 賃貸住宅の家主が母子家庭や父子家庭を受け入れやすくするための取組として、有

効と思われるものをお答えください。（あてはまるものすべてに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 全体では、「公的な保証人制度の設置」が最も高く 61.4％、次いで「公的な家賃債務保証制度

の設置」が 61.2％、「家賃負担軽減のための貸与金制度の充実」が 40.6％となっている。 
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